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令和 ５ 年 ４ 月 ７ 日

第 １３５９７ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

石川県告示第151号
　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける特
定調達契約につき、一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　落札に係る特定役務の名称及び数量
　　石川県立中央病院清掃等業務委託　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　石川県立中央病院管理局用度課施設係
　　金沢市鞍月東２丁目１番地
３　落札者を決定した日
　　令和５年３月17日
４　落札者の名称及び所在地
　　太平ビルサービス株式会社
　　金沢市南町２番１号
５　落札金額
　　114,180,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　令和５年２月３日

石川県告示第152号
　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定による届出
を審査した結果、次の加入区について同法第108条第２項の規定による同意があったものと認める。
　　令和５月４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　輪島加入区

　　　　告　　　示
○一般競争入札の落札者等 （医療対策課）　１
○漁業災害補償法第108条第２項の規定による同意の認定
 （水　産　課）　１
○県道の区域の変更 （道路整備課）　２
　　　　公　　　告
○石川県告示第139の２号の公布公告
 （畜産振興・防疫対策課）　３
○土地改良区の定款変更認可公告 （農業基盤課）　３

○基本測量実施公告 （監　理　課）　３
○公共測量終了公告 （　　同　　）　３
○公共測量終了公告 （　　同）　　　４
○公共測量終了公告 （　　同　　）　４
○土地区画整理組合の理事退任公告 （都市計画課）　４
　　　　公安委員会
○地域交通安全活動推進委員の委嘱 　５
　　　　選挙管理委員会
○石川県選挙管理委員会告示第40号の公布公告 　７
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　⑴　発起人の住所及び氏名
　　　輪島市鳳至町下町139番地　　　　　　冨島　勉
　　　輪島市鳳至町鳳至丁122番地26　　　　橋本　拓栄
　⑵　区域
　　　石川県漁業協同組合の地区のうち旧輪島市漁業協同組合の地区
　⑶　区分
　　　海士町、鳳至町地区の者が、総トン数８トン以上の漁船を使用して営む底びき網漁業
　⑷ 　漁業災害補償法施行規則（昭和39年農林省令第35号。以下「規則」という。）第48条の２において準用する規

則第46条第１項の規定による通知年月日
　　　令和５年３月17日
２　輪島加入区
　⑴　発起人の住所及び氏名
　　　輪島市輪島崎町１部142番地の３　　　浜崎　勝行
　　　輪島市輪島崎町１部113番地　　　　　梅本　裕之
　⑵　区域
　　　石川県漁業協同組合の地区のうち旧輪島市漁業協同組合の地区
　⑶　区分
　　　輪島崎町地区の者が、総トン数５トン以上の漁船を使用して営む底びき網漁業
　⑷　規則第48条の２において準用する規則第46条第１項の規定による通知年月日
　　　令和５年３月17日

石川県告示第153号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。
　なお、その関係図面は、令和５年４月７日から同月21日まで縦覧に供する。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

路　線　名
道　　路　　の　　区　　域 関係図面の

縦 覧 場 所変　更　の　区　間 新旧 敷地の幅員（m） 延長（m）

和 気 寺 井 線

能美市湯谷町乙10番２地先から
能美市湯谷町ヘ3105番１地先まで

旧 10.70 ～ 34.00 359.2

南加賀土木
総合事務所
維持管理課

新 12.00 ～ 32.00 359.2

下記区間を道路区域から除外する。
能美市湯谷町ヘ3105番１地先から
能美市湯谷町ヘ3105番１地先まで

0.00 ～ 9.10 6.6

花 園 藤 野 線
七尾市千野町壱七31番地先から
七尾市千野町壱七27番１地先まで

旧 9.60 ～ 19.55
74.4

中能登土木
総合事務所
維持管理課新 9.60 ～ 31.00

輪 島 富 来 線

羽咋郡志賀町貝田チ８番１地先から
羽咋郡志賀町東小室イ18番３地先まで

旧 6.90 ～ 11.60 192.0

羽 咋 土 木
事 務 所
維持管理課

新 8.10 ～ 13.10 192.0

羽咋郡志賀町切留四34番１地先から
羽咋郡志賀町切留ヘ89番２地先まで

旧 5.90 ～ 18.80 183.9

新 10.10 ～ 19.10 183.9
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　⑴　発起人の住所及び氏名
　　　輪島市鳳至町下町139番地　　　　　　冨島　勉
　　　輪島市鳳至町鳳至丁122番地26　　　　橋本　拓栄
　⑵　区域
　　　石川県漁業協同組合の地区のうち旧輪島市漁業協同組合の地区
　⑶　区分
　　　海士町、鳳至町地区の者が、総トン数８トン以上の漁船を使用して営む底びき網漁業
　⑷ 　漁業災害補償法施行規則（昭和39年農林省令第35号。以下「規則」という。）第48条の２において準用する規
則第46条第１項の規定による通知年月日

　　　令和５年３月17日
２　輪島加入区
　⑴　発起人の住所及び氏名
　　　輪島市輪島崎町１部142番地の３　　　浜崎　勝行
　　　輪島市輪島崎町１部113番地　　　　　梅本　裕之
　⑵　区域
　　　石川県漁業協同組合の地区のうち旧輪島市漁業協同組合の地区
　⑶　区分
　　　輪島崎町地区の者が、総トン数５トン以上の漁船を使用して営む底びき網漁業
　⑷　規則第48条の２において準用する規則第46条第１項の規定による通知年月日
　　　令和５年３月17日

石川県告示第153号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。
　なお、その関係図面は、令和５年４月７日から同月21日まで縦覧に供する。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

路　線　名
道　　路　　の　　区　　域 関係図面の

縦 覧 場 所変　更　の　区　間 新旧 敷地の幅員（m） 延長（m）

和 気 寺 井 線

能美市湯谷町乙10番２地先から
能美市湯谷町ヘ3105番１地先まで

旧 10.70 ～ 34.00 359.2

南加賀土木
総合事務所
維持管理課

新 12.00 ～ 32.00 359.2

下記区間を道路区域から除外する。
能美市湯谷町ヘ3105番１地先から
能美市湯谷町ヘ3105番１地先まで

0.00 ～ 9.10 6.6

花 園 藤 野 線
七尾市千野町壱七31番地先から
七尾市千野町壱七27番１地先まで

旧 9.60 ～ 19.55
74.4

中能登土木
総合事務所
維持管理課新 9.60 ～ 31.00

輪 島 富 来 線

羽咋郡志賀町貝田チ８番１地先から
羽咋郡志賀町東小室イ18番３地先まで

旧 6.90 ～ 11.60 192.0

羽 咋 土 木
事 務 所
維持管理課

新 8.10 ～ 13.10 192.0

羽咋郡志賀町切留四34番１地先から
羽咋郡志賀町切留ヘ89番２地先まで

旧 5.90 ～ 18.80 183.9

新 10.10 ～ 19.10 183.9
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公　　　　　　　　告

石川県告示第139の２号の公布公告
　石川県告示等の公布に関する規則（昭和45年石川県規則第38号）第２条ただし書の規定により、次のとおり県庁前
の掲示場に掲示して公布した。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

石川県告示第139の２号
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第30条の規定により、次のとおり消毒方法の実施を命ずる。
　　令和５年３月31日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　１　実施の目的
　　　高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため
　２　実施する区域
　　　県内全域の家きん飼養施設（以下「施設」という。）
　３　実施の期日
　　　令和５年４月５日から同月20日まで
　４　消毒方法
　　　消石灰の施設内（施設敷地外縁部内側及び家きん舎周囲）散布

土地改良区の定款変更認可公告
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次のとおり土地改良区の定款の変更を認可した。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

土　地　改　良　区　の　名　称 認　可　年　月　日
珠 洲 市 土 地 改 良 区 令　和　５　年　３　月　31　日

基本測量実施公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から、次のとおり基本測量
を実施する旨の通知があった。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　業　種　類 作　業　期　間 作　業　地　域
基 本 測 量
（地 磁 気 測 量）

令和５年４月10日から
令和６年３月15日まで

羽咋郡志賀町

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
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作　業　種　類 作　業　期　間 作　業　地　域
公 共 測 量
（車 載 写 真 レ ー ザ 測 量）

令和４年８月５日から
令和５年３月17日まで

北陸地方整備局　管内（新潟県燕
市から石川県金沢市）

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局金沢河川国道事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　業　種　類 作　業　期　間 作　業　地　域
公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和４年８月29日から
令和５年１月31日まで

白山市尾添地区

公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和４年６月27日から
令和５年１月18日まで

白山市白峰地区

公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和４年６月20日から
令和５年１月18日まで

白山市尾添地区

公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和４年12月12日から
令和５年１月31日まで

白山市女原地区

公 共 測 量
（U A V レ ー ザ 測 量）

令和４年12月12日から
令和５年１月31日まで

白山市白峰地区

公 共 測 量
（航 空 レ ー ザ 測 量）

令和４年７月１日から
令和５年１月31日まで

白山市白峰地先他

公 共 測 量
（航 空 レ ー ザ 測 量）

令和４年６月27日から
令和５年１月31日まで

大日川流域及び直海谷川流域

公 共 測 量
（基 準 点 測 量、 水 準 測 量）

令和４年12月12日から
令和５年３月16日まで

一級河川手取川・梯川地域

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、石川県知事から、次の
とおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　業　種　類 作　業　期　間 作　業　地　域
公 共 測 量
（基 準 点 測 量、 水 準 測 量）

令和４年11月１日から
令和５年３月10日まで

能美市佐野町、石子町、湯谷町、
荒屋町、下開発町　地内

公 共 測 量
（２ 級 基 準 点 測 量）

令和４年11月14日から
令和５年３月２日まで

小松市上八里町～軽海町　地内

土地区画整理組合の理事退任公告
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定により、次のとおり土地区画整理組合の理事が退任
した旨の届出があった。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　白山市横江町土地区画整理組合
　退任した理事
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作　業　種　類 作　業　期　間 作　業　地　域
公 共 測 量
（車 載 写 真 レ ー ザ 測 量）

令和４年８月５日から
令和５年３月17日まで

北陸地方整備局　管内（新潟県燕
市から石川県金沢市）

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局金沢河川国道事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　業　種　類 作　業　期　間 作　業　地　域
公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和４年８月29日から
令和５年１月31日まで

白山市尾添地区

公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和４年６月27日から
令和５年１月18日まで

白山市白峰地区

公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和４年６月20日から
令和５年１月18日まで

白山市尾添地区

公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和４年12月12日から
令和５年１月31日まで

白山市女原地区

公 共 測 量
（U A V レ ー ザ 測 量）

令和４年12月12日から
令和５年１月31日まで

白山市白峰地区

公 共 測 量
（航 空 レ ー ザ 測 量）

令和４年７月１日から
令和５年１月31日まで

白山市白峰地先他

公 共 測 量
（航 空 レ ー ザ 測 量）

令和４年６月27日から
令和５年１月31日まで

大日川流域及び直海谷川流域

公 共 測 量
（基 準 点 測 量、 水 準 測 量）

令和４年12月12日から
令和５年３月16日まで

一級河川手取川・梯川地域

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、石川県知事から、次の
とおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　業　種　類 作　業　期　間 作　業　地　域
公 共 測 量
（基 準 点 測 量、 水 準 測 量）

令和４年11月１日から
令和５年３月10日まで

能美市佐野町、石子町、湯谷町、
荒屋町、下開発町　地内

公 共 測 量
（２ 級 基 準 点 測 量）

令和４年11月14日から
令和５年３月２日まで

小松市上八里町～軽海町　地内

土地区画整理組合の理事退任公告
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定により、次のとおり土地区画整理組合の理事が退任
した旨の届出があった。
　　令和５年４月７日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　白山市横江町土地区画整理組合
　退任した理事

5令和５年４月７日（金曜日） 第 1 3 5 9 7 号石　川　県　公　報

氏　　　　　名 住　　　　　所 退　任　年　月　日
清 水 良 孝 白山市横江町186番地 令和５年２月４日

公　安　委　員　会

石川県公安委員会告示第37号
　道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の29第１項の規定により、次の地域交通安全活動推進委員を委嘱した
ので、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則（平成２年国家公安委員会規則
第７号）第１条第２項の規定により告示する。
　　令和５年４月７日
 石 川 県 公 安 委 員 会　

活動区域管轄警察署 氏　　　　名 住　　　　所 委嘱年月日
金 沢 中 警 察 署 森 野 一 夫 金沢市 令和５年４月１日

境 　 盛 隆 金沢市
丸 　 岡 　 喜 代 子 金沢市
山 根 　 繁 金沢市
中 野 　 薫 金沢市
羽 場 　 隆 金沢市
有 　 田 　 登 美 子 金沢市
南 　 　 　 京 太 郎 野々市市
中 屋 隆 武 金沢市
渡 辺 誠 治 金沢市
松 本 　 勝 金沢市
藤 田 繁 子 金沢市
西 川 千 晶 金沢市
中 西 貞 夫 金沢市

金 沢 東 警 察 署 高 橋 陽 一 白山市
本 　 正 寛 金沢市
土 倉 孝 思 金沢市
能 澤 文 栄 金沢市
真 田 通 夫 金沢市
杉 本 一 枝 金沢市
水 　 口 　 美 智 子 金沢市
村 田 照 美 金沢市
石 　 山 　 久 実 子 金沢市

金 沢 西 警 察 署 谷 内 　 勲 金沢市
戸 水 弘 美 金沢市
安 野 生 郎 金沢市
泉 　 正 和 金沢市
清 水 昭 男 金沢市
髙 蔵 捷 一 金沢市
元 祐 幸 子 金沢市
土 田 　 徹 金沢市

大 聖 寺 警 察 署 井 筒 幸 夫 加賀市
末 友 哲 二 加賀市
下 口 幸 枝 加賀市
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水 上 達 也 加賀市
阿 部 昭 二 加賀市
髙 本 誠 公 加賀市
小 谷 清 範 加賀市

小 松 警 察 署 𠮷 田 淳 也 小松市
松 井 　 亨 小松市
吉 田 賢 司 能美市
作 田 泰 子 小松市
中 　 崎 　 く み 子 小松市
酒 　 井 　 恵 美 子 小松市
村 井 　 進 小松市
前 　 川 　 幸 太 郎 小松市

能 美 警 察 署 上 村 眞 吾 能美市
川 原 充 実 能美郡川北町
小 杉 栄 一 能美市
田 中 玉 美 能美市
寺 岡 勝 昭 能美市

白 山 警 察 署 中 田 　 悟 白山市
岡 　 本 　 美 知 子 白山市
徳 多 正 人 白山市
森 　 　 　 み ど り 白山市
山 﨑 邦 昭 野々市市
吉 田 　 良 白山市
常 山 明 夫 白山市
山 本 清 隆 白山市
德 田 　 章 白山市
武 　 　 　 外 喜 男 白山市
北 村 邦 夫 白山市

津 幡 警 察 署 松 村 千 恵 かほく市
中 嶋 正 昭 かほく市
野 村 親 八 河北郡内灘町
簑 嶋 　 隆 かほく市
鹿 嶋 信 弘 河北郡内灘町
小 川 憲 一 かほく市
小 山 圭 介 河北郡津幡町

羽 咋 警 察 署 坂 室 幸 志 羽咋市
市 村 栄 宗 羽咋郡宝達志水町
安 達 鏡 子 羽咋郡宝達志水町
西 　 外 和 羽咋市
藤 澤 　 薫 羽咋郡宝達志水町
山 　 邉 　 真 理 子 羽咋市

七 尾 警 察 署 坂 井 節 子 七尾市
木 下 義 隆 七尾市
川 淵 　 正 七尾市
北 野 誠 司 鹿島郡中能登町
川 淵 　 稔 七尾市
亀 井 弘 美 鹿島郡中能登町



6 令和５年４月７日（金曜日） 第 1 3 5 9 7 号石　川　県　公　報

水 上 達 也 加賀市
阿 部 昭 二 加賀市
髙 本 誠 公 加賀市
小 谷 清 範 加賀市

小 松 警 察 署 𠮷 田 淳 也 小松市
松 井 　 亨 小松市
吉 田 賢 司 能美市
作 田 泰 子 小松市
中 　 崎 　 く み 子 小松市
酒 　 井 　 恵 美 子 小松市
村 井 　 進 小松市
前 　 川 　 幸 太 郎 小松市

能 美 警 察 署 上 村 眞 吾 能美市
川 原 充 実 能美郡川北町
小 杉 栄 一 能美市
田 中 玉 美 能美市
寺 岡 勝 昭 能美市

白 山 警 察 署 中 田 　 悟 白山市
岡 　 本 　 美 知 子 白山市
徳 多 正 人 白山市
森 　 　 　 み ど り 白山市
山 﨑 邦 昭 野々市市
吉 田 　 良 白山市
常 山 明 夫 白山市
山 本 清 隆 白山市
德 田 　 章 白山市
武 　 　 　 外 喜 男 白山市
北 村 邦 夫 白山市

津 幡 警 察 署 松 村 千 恵 かほく市
中 嶋 正 昭 かほく市
野 村 親 八 河北郡内灘町
簑 嶋 　 隆 かほく市
鹿 嶋 信 弘 河北郡内灘町
小 川 憲 一 かほく市
小 山 圭 介 河北郡津幡町

羽 咋 警 察 署 坂 室 幸 志 羽咋市
市 村 栄 宗 羽咋郡宝達志水町
安 達 鏡 子 羽咋郡宝達志水町
西 　 外 和 羽咋市
藤 澤 　 薫 羽咋郡宝達志水町
山 　 邉 　 真 理 子 羽咋市

七 尾 警 察 署 坂 井 節 子 七尾市
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村 中 和 美 七尾市
石 田 　 朗 七尾市

輪 島 警 察 署 高 木 雅 啓 輪島市
米 田 君 枝 鳳珠郡穴水町
柴 田 芳 治 輪島市
近 藤 充 夫 鳳珠郡穴水町
髙 木 作 之 鳳珠郡穴水町
守 　 田 　 三 枝 子 鳳珠郡穴水町
坂 本 和 夫 輪島市
越 戸 光 雄 輪島市
安 　 幸 子 輪島市
横 　 地 　 紀 代 栄 輪島市

珠 洲 警 察 署 堂 野 和 章 鳳珠郡能登町
川 　 本 　 真 美 子 鳳珠郡能登町
本 　 間 　 さ ゆ り 鳳珠郡能登町
大 　 屋 　 音 喜 智 鳳珠郡能登町
濱 野 清 美 珠洲市
泉 谷 信 七 珠洲市
泉 　 浩 治 珠洲市
寺 井 順 子 珠洲市
中 市 隆 幸 金沢市

選 挙 管 理 委 員 会

石川県選挙管理委員会告示第40号の公布公告
　次のとおり県庁前の掲示場に掲示して公布した。
　　令和５年４月７日
 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

石川県選挙管理委員会告示第40号
　令和５年４月９日執行の石川県議会議員選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第201条の８第１項
ただし書の規定の適用を受ける政党その他の政治団体として、次の政治団体に対して令和５年３月31日確認書を
交付したので、石川県公職選挙運動実施規則（昭和30年石川県選挙管理委員会規則第１号）第76条第２項におい
て準用する第74条第２項の規定により告示する。
　　令和５年３月31日
 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

政党その他
の政治団体

名 　 　 　 　 　 称 自由民主党
事 務 所 所 在 地 東京都千代田区永田町１丁目11番23号
代 表 者 氏 名 宮本　周司
所 属 候 補 者 氏 名 紐野　義昭　ほか34名
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